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南相馬市公立学校適正化計画（素案）の概要 
 

平成３０年８月１７日 

教育総務課 

はじめに                                     

平成２８年度から学識経験者・ＰＴＡ・地区の代表等で組織する「南相馬市公立学

校適正化検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し、平成２９年５月に「南

相馬市公立学校適正化に関する基本的な考え方（以下「基本的な考え方」という。）

を整理しました。さらに、これまでの検討内容及び整理事項について意見をいただき、

平成３０年５月に市内小中学校の望ましい適正化基準を定めた「南相馬市公立学校適

正化計画【中間報告】（以下「中間報告」という。）を整理しました。 

今後、市内小中学校の適正化を進めるにあたり、市内各地区で懇談会等を行い、市

内小中学校の現状等を丁寧に説明し、保護者や地域の皆様の意見をお聴きするととも

に、これまで検討委員会で議論された内容や意見を尊重し、将来の子どもたちに、よ

り適正で魅力ある教育環境を提供するため「南相馬市公立学校適正化計画」を策定す

るものです。 

 

計画の概要                                     

１ 計画策定の趣旨等 

（１）趣旨 

本市では、全国的な少子化の影響に加え、東日本大震災及び東京電力発電所事故

の影響に伴い、小中学校の小規模化が進行し、子どもたちのために教育効果の向上

と教育環境の整備を図るうえで、学校規模の適正化が課題となっています。 

このことから、市内小中学校における望ましい学校規模並びに地域の皆さんと一

緒になって適正化を考えるための取組みについて整理した「南相馬市公立学校適正

化計画」を策定します。 

 

（２）計画期間 

平成３１年度（２０１９年）から平成３８年度（２０２６年）の計８年間を学校

適正化の推進期間として、前半４年間を前期計画、後半４年間を後期計画とします。 

なお、合意が得られた適正化対

象地区ごと、具体的な学校再編時

期を示した「（仮称）地区再編計

画」を策定します。 

 

 

２ 市内児童生徒数の推移及び推計 

平成２２年度（震災前）と平成３０年度の児童生徒数を比較すると、児童数が約

４８％減少、生徒数も約３７％減少しています。 

  また、平成３０年度と平成３５年度（居住データ推計）の児童生徒数を比較する

と、児童数でさらに約５％減少、生徒数も約２２％減少すると想定されます。 
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３ これまでの検討経過 

（１）南相馬市公立学校適正化検討委員会 

これまで計１２回（予定）の会議を開催し、市内小中学校の適正規模及び配置に

ついて議論を深めました。 

 

（２）学校適正化に関するアンケート調査等 

市内小中学校の適正化を検討するにあたり、児童生徒の保護者・未就学児保護

者・無作為抽出の一般市民、加えて市内小中学校の教職員を対象に学校適正化に関

するアンケート調査を実施しました。 

また、児童生徒の通学状況や区域外就学の現状を調査するとともに、小学校のク

ラブ活動及び中学校の部活動の状況を調査しました。 

 

４ 市内小中学校における望ましい適正化基準 

望ましい適正化基準（１学級あたりの児童生徒数及び１学年あたりの学級数）に

ついては、適正化を図るうえで、３つの考え方を基本としながら検討し、アンケー

ト調査結果と児童生徒の教育環境視点での検討を行い、本市の望ましい適正化基準

（適正規模及び配置）について、次のとおり定めました 

◇３つの基本的な考え方 

・児童生徒の教育環境を最優先に考えた適正規模及び配置 

・保護者や地域住民の意見への配慮 

・小高区復興の促進 

 

（１）望ましい適正規模（学校の規模） 

市内小中学校の適正な規模は、中間報告を踏まえ、１学級あたりの児童生徒数及

び１学年あたりの学級数（特別支援学級を除く。以下同様。）を基準とし、次のと

おりとします。 

    ◆１学級あたりの児童生徒数 

小 学 校  ２１～２５人 

中 学 校  ２６～３０人 

    ◆１学年あたりの学級数（１学校あたりの学級数） 

小 学 校 ２学級から３学級（１２学級から１８学級） 

中 学 校 ２学級から４学級（ ６学級から１２学級） 

 

（２）望ましい適正配置（児童生徒の通学距離） 

国の基準と同様に次のとおりとします。なお、小高区・鹿島区・原町区の３区毎

に市内小中学校の適正化について検討を進めます。 

区 分 通学距離 通学時間 

小学校 概ね４ｋｍ以内 概ね１時間以内 

中学校 概ね６ｋｍ以内 概ね１時間以内 
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５ 学校適正化の具体的な方策 

（１）適正化を検討する対象校 

望ましい適正化基準と平成３５年度の居住データ推計を照らし合わせ、次のとお

り対象校の条件を定めました。なお、小高区内の４つの小学校については、１つの

学校として検討します。 
＜検討対象校及び優先対象校＞ 

区 分 検討対象校 優先対象校 

小学校 １１学級以下の学校 ６学級以下の学校 

中学校 ５学級以下の学校 ３学級以下の学校 

 

（２）地域別の検討対象校及び優先対象校 

適正化対象校の条件をもとに、次のとおり、地域別の検討対象校及び優

先対象校を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）統合モデル 

地域別の検討対象校及び優先対象校を統合により適正化を図るため、以下のと

おり統合モデルを示すものであり、前述のとおり、３区毎に適正化を検討するこ

とに加え、既存中学校は適正な配置であることから、現時点での中学校統合は検

討しません。 

また、本計画において統合モデルを掲載することになるが、適正化については、

保護者や地域住民の合意に基づき進めるものであるため、統合モデルによらない

場合や、地域において統合等を選択できる可能性もあるなど、本計画の期間中に

適正化の対象となる地区へ丁寧に説明するとともに、必要に応じて学校統合の組

合せを修正するなどし、地区毎の再編計画を作成します。 
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【小高区】 

 

 

【鹿島区】 

 

 

【原町区】 
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６ 学校適正化の実施手順 

基本的な適正化の実施手順は次のとおりとし、保護者や地域の皆様に対して丁寧

な説明を行うとともに、合意に基づき慎重に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 新たな教育制度導入の取組み 

本市における学校の適正化については、次のような新たな教育制度の導入を慎重

に検討しながら進めます。 

（１）小中一貫教育（義務教育学校）導入の取組み 

（２）小規模特認校制度導入の取組み 

（３）特色と魅力のある教育環境整備の取組み 

 

８ 適正化に伴い配慮すべき事項 

学校の適正化に伴い、次のような配慮すべき事項が想定されます。その他、地区

毎に状況も異なる事項も含めて対応策を講じていきます。 

（１）通学路の安全確保と遠距離通学への配慮 

（２）地域コミュニティへの配慮 

（３）統合前の児童生徒・保護者の不安解消への配慮 

（４）学校跡地の利活用への配慮 
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今後の進め方                                    

 

１ パブリックコメントの実施概要 

  ９月 ５日 案の公表 

９月 ５日 意見提出期間（～２５日まで） 

 

２ 議会及び地域協議会への説明 

  ８月１７日 正副議長への説明（市議会議員への資料送付） 

  ８月２１日 鹿島区・小高区地域協議会への説明 

  ８月２２日 原町区地域協議会への説明 

  ８月２８日 市議会全員協議会への説明 

 

３ 庁内手続き 

  ８月２４日 教育委員会協議会への説明 

 １０月 ４日 企画調整会議 

 １０月１０日 庁議 

 １１月１７日 教育委員会定例会 

 

※９月下旬 

第１２回南相馬市公立学校適正化検討委員会の開催予定。 


